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労働安全衛生関係

免許試験日程
2020年３月から５月までの間に
当センターで実施する学科試験
の日程は、右記のとおりです。

また、受験資格等については、
中国四国安全衛生技術センター
〒721-0955　広島県福山市新涯町2-29-36

    ☎ 084－954－4661に照会して下さい。
インターネットアドレス　　　　　　　　　　
https://www.chushi.exam.or.jp/

試　  験　  の　  種　  類

特 級 ボ イ ラ ー 技 士
一 級 ボ イ ラ ー 技 士
二 級 ボ イ ラ ー 技 士
特 別 ボ イ ラ ー 溶 接 士
普 通 ボ イ ラ ー 溶 接 士
ボ イ ラ ー 整 備 士

移 動 式 ク レ ー ン 運 転 士
揚 貨 装 置 運 転 士
発 破 技 士
ガ ス 溶 接 作 業 主 任 者
林 業 架 線 作 業 主 任 者
第 一 種 衛 生 管 理 者
第 二 種 衛 生 管 理 者
高 圧 室 内 作 業 主 任 者
エ ッ ク ス 線 作 業 主 任 者
ガンマ線透過写真撮影作業主任者
潜 水 士

限 定 な し
ク レ ー ン 限 定
床 上 運 転 式 限 定
限定免許解除試験
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★には、更に実技試験があります。
2020年

★
★

★

★
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こんな時、どうする？ 人事･労務Q＆A
労働災害－統計－

子の看護休暇、介護休暇が時間単位で取得できるように
なります！
「妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱い」は
法律で禁止されています！
令和元年における死亡災害の概要

2

2

9

安全優良職長に厚生労働大臣顕彰状が授与される
衛生管理者免許試験受験準備講習のご案内
雇入れ時等安全衛生教育のご案内
優良事業場見学会・事業場視察研修会を開催
特別教育等の受講時における本人確認の実施について

3
4
6
7
10

8
9

特別教育等の受講時における
　　　　　 本人確認の実施について
特別教育等の受講時における
　　　　　 本人確認の実施について
特別教育等の受講時における
　　　　　 本人確認の実施について
特別教育等の受講時における
　　　　　 本人確認の実施について

　当協会における技能講習、安全衛生推進者等養成講習の受講にあたっては、受講者の皆様の
本人確認を実施させていただいておりますが、この度、特別教育、職長等教育、能力向上教育
等、通達教育等におきましても本人確認を実施させていただくこととなりました。
受講者の皆様におかれましては、受講当日の本人確認書類の携行をお願いいたします。

対 象 種 別 特別教育、職長等教育、能力向上教育等（一部を除く）、通達教育等（一部を除く）
※当協会発行の「安全衛生関係各種講習会等実施予定表」の「その他の講習等」以外の
　種別が対象です。

　２　本人確認書類 運転免許証等の氏名・生年月日の記載された顔写真付の公的書面の原本
※これらの書面をお持ちでない方は、事前に当協会にご相談ください。

　３　注 意 事 項 本人確認書類が確認できない場合は、修了証、受講証明書の交付がで
きませんのでご了承ください。

　４　実 施 時 期 令和２年４月１日



（　）（　） ２.２. 15 ２.２. 15２ ３─岡山労働基準弘報─ ─岡山労働基準弘報─

山根　平之 氏
レイズネクスト株式会社

足立  浩 氏
株式会社東洋工務店

清水　初喜 氏
三井造船特機エンジニアリング株式会社
マリン・メンテ事業部玉野工場

☆問合せ先　岡山労働局　雇用環境・均等室　電話０８６－２２５－２０１７

＜不利益取扱いの相談事例＞
労働者の相談より
・妊娠したことを報告したら、「休まれたら困る。次回の契約は更新しない。」と言われた。
事業主の相談より
・入社間もない社員が妊娠した。人手が足りないから採用したのに、休まれたら困る。解雇してもよいか。
・つわりで遅刻や早退をする女性がいる。出勤率が悪く、当社の契約更新基準を満たさないので、雇い止めしたい。

＜妊娠・出産や育児休業等を理由とする不利益取扱の相談内容の内訳＞

　優れた技能と経験を持ち作業の安全を確保して優良な成績を挙げた令和元年度における安全優
良職長として、厚生労働大臣から顕彰状が授与されました。

  （顕彰式典：令和２年１月10日 厚生労働省講堂）
　この制度は、高い安全意識を持って適切な安全指導を実践してきた優秀な職長を顕彰すること
により、その職長を中心とした事業場や地域における安全活動の活性化を図ることを目的に平成
10年度から実施されています。

子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります！

育児・介護休業法に関する詳細は下記までお問い合わせください。
　　　　　岡山労働局　雇用環境・均等室　TEL 086－225－2017

「妊娠した労働者の契約を更新しない」「妊娠したら役職から降りてもらう」など

「妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱い」は法律で禁止されています！
　女性の活躍促進を拒む問題として、妊娠・出産、育児休業等を理由とする解雇や雇止めなどの不利益取扱いがあり

ますが、これらは男女雇用機会均等法並びに育児・介護休業法により禁止されています。

　平成30年度の岡山労働局管内の妊娠・出産や育児休業の取得等を

理由とする不利益取扱いに係る相談は138件でした。不利益取扱い

の相談内容については、解雇や退職の強要、雇い止めなど、労働者

が職を失う可能性のある相談が４割以上を占めています。これから

３月から４月にかけて労働契約の更新の時期を迎える事業所も多い

ため、このような相談が増加するおそれがあります。

　事業主の皆様におかれましては、法の趣旨をご理解いただき、妊

娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いを行わないよう適

切な雇用管理をお願いいたします。

　育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規
則等が改正され、時間単位で取得できるようになります（付与日数は変わりません）。施行日は事業場規模にかかわ
らず令和３年１月１日です。規定の改正に向けてご準備ください。

　「時間」とは、１時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるよ
うにしてください。法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇です。
・法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮をお願いします。
・すでに「中抜け」ありの休暇を導入している企業が、「中抜け」なしの休暇とすることは、労働者にとって不
利益な労働条件の変更になるためご注意ください。

※ いわゆる「中抜け」とは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ることを指します。

相談件数
138件

解雇
8件

（5.8％）

退職勧奨・強要
28件

  （20.3％）

雇止め
26件

  （18.8％）

パートへの雇用形態の変更強要
　18件（13％）

自宅待機
2件

（1.4％）

 その他
 24件

（17.4％）

配置転換
15件

（10.9％）

減給等
17件

（12.3％）

改正のポイント
改正前

・半日単位での取得が可能

・１日の所定労働時間が４時間以下の
　労働者は取得できない

改正後

・時間単位での取得が可能

・すべての労働者が取得できる

令和２年度上半期（４～９月度）開催の講習受付を開始しています！

窓口・インターネットともに受付を開始しています。

講習会のお申込みはご都合の良いときにまず予約を！
http://www.olsa.or.jp

皆様のご受講を
お待ちしています。
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　津山支部では、１月24日に安全衛生委員会等による優良事業場見学会を開催しました。
　今回は神戸市のカワサキワールドと明石市のアサヒ飲料を訪問しました。
　カワサキワールドは、川崎重工グループの代表的な製品を見て触れて、体感できる施設になっています。豊富
な写真と製品模型での造船業から総合重工業へと発展した歴史の紹介から、14ｍのワイドスクリーンでの迫力あ

る映像、陸・海・空にわたる多様な製品の展
示がされています。Kawasakiのバイク、０系
新幹線の先頭車両、へリコプター等実物の展
示もあり触り乗ることができました。
　アサヒ飲料株式会社明石工場は、主力商品
の三ツ矢サイダー・WONDAなどを年間約
5,000万ケース製造する日本最大級の工場に
なります。工場では、三ツ矢サイダーの歴史
と実際のペットボトル製品・缶製品の製造工
程を見学しました。製造においての高い技術
力と、安全・衛生・環境に配慮された工場に
なっており充実した見学会となりました。

津山支部安全衛生委員会

笠岡支部・井笠地区プレス災害防止協議会

優良事業場見学会・事業場視察研修会を開催優良事業場見学会・事業場視察研修会を開催優良事業場見学会・事業場視察研修会を開催優良事業場見学会・事業場視察研修会を開催

　１月22日に笠岡支部と井笠地区プレス災害防止協議会との合同による事業場視察研修会を開催しました。今
回は、広島市安佐南区伴東にある株式会社中電工様の研修所（安全実習棟）を視察しました。この施設は、
「安全意識を高めるために、“危険”を体感する」というコンセプトで、現場で実際に起こりうる様々な危険を
再現・体験し、危険感受性を高め、安全意識を向上させる事を目的とした研修施設です。26種類に及ぶ具体的
な危険再現・体感ができ、年間に約3,000名もの方が利用されています。今回は18名が体感実習を受けさせてい
ただきました。初めにＶＲによる墜落・転落・短絡（ショート）を疑似体験し、その後は２班に分かれて実習を
行いました。
　１階では、労働災害の中でも発生件数の多い“墜落・転落”、“挟まれ・巻き込まれ”、“飛来・落下”や“踏み
抜き”などを体験しました。中でも「墜落体験・ぶら下がり体験」や「梯子の横（縦）滑り・脚立の開き倒れ体
験」では、不意に落下する際の恐怖感や衝撃などを体験し、保護用具の重要性や正しい使い方、基本ルール遵
守の重要性を再認識できました。また、２階では、6600Vの実際の高圧充電線及び低圧充電線を用いて、短絡

（ショート）の際の音・光・火の衝撃を体感した
り、低圧感電を疑似体験させていただき、その危
険を強く認識し安全意識を高めることができまし
た。展示コーナーでは、中電工様のこれまでの事
故・災害と殉職者名簿、そして安全への取り組み
が年表になっており、「ゼロ災害」への会社の強
い決意が伝わる内容でした。
　大変充実した研修となり、参加者が今回の体験
をそれぞれの事業場に持ち帰り、労災事故の防止
に繋げていただける事と確信しております。なお、
この施設は一般事業場の利用も可能ですので、ぜ
ひご活用ください。

　労働安全衛生法では、「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定め
るところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」と定
められております。当協会では、この教育のうち、一般的・基本的事項について事業者に代わり実施いたし
ます。ご都合の良い日程でご受講ください。多数のご参加をお待ちしております。

雇入れ時等安全衛生教育（４月　　日　　　　　支部）受講申込書 

１．日 程 等

２．申込方法

３．そ の 他

①インターネット申込

②窓口・ＦＡＸ申込

受付の後、振り込み等の確認ができましたら、受講票を発行いたします。
都合により講習日に受講できない場合、講習前日までにご連絡いただいた場合に限り、受講日の変
更またはキャンセルの取扱いをいたします。ただし、受講日の変更は１回限りとし、キャンセルの
場合は、事務手数料1,100円と振込手数料を差し引いて返金いたします。なお、受講日変更後のキャ
ンセル、受講者の変更、返金はできません。
講習終了後、事業者宛の受講証明書を発行します。受講者各人への修了証の交付はいたしません。

（様式）

※申込書に記入された氏名、生年月日等の個人情報は、当協会が責任をもって保管・管理し、本教育の的確な実施のためにのみ使用します。

※受講No. 氏　　  名
男
・
女

（ フ リ ガ ナ ）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

〒

生　　年　　月　　日

S・H　　年　　月　　日

男
・
女

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

S・H　　年　　月　　日

支

　払

　方

　法
①上記振込先へ振込
②窓口に持参
（講習当日はご遠慮ください）

受講料 円名分

月を 日に

４月２日（木）
９：30～16：00

４月３日（金）
９：30～16：00

４月７日（火）
９：30～16：00

４月８日（水）
９：30～16：00

４月９日（木）
９：30～16：00

岡山セラミックスセンター
（備前市西片上1406-18）

ライフパーク倉敷
（倉敷市福田町古新田940）

玉野市総合保健福祉センター
 （玉野市奥玉1-18-5）

岡山県労働基準協会新見支部
（新見市新見811-1）

岡山県労働基準協会笠岡支部
（笠岡市四番町5-18）

岡山県安全衛生会館
（岡山市南区山田2315-4）

津山圏域雇用労働センター
（津山市山下92-1）

「産業安全」及び
「労働衛生」の
一般的・基本的事項

「労働基準法」及び
「労働者災害補償
保険法」の基礎知識

会　員　4,400円

非会員　6,600円

  ※資料代を含む。

日　　時 場　　　　　　所 教　育　内　容 受講料等（税込）

※5210

一般社団法人岡山県労働基準協会

岡山県労働基準協会 検索

令和２年度　雇入れ時等安全衛生教育のご案内 令和２年度　雇入れ時等安全衛生教育のご案内 

記

事 業 所 名

所 在 地 市 
郡　　　区

ＴＥＬ（　　　　）　　　　－　　　　　　　ＦＡＸ（　　　　）　　　　－
メールご 連 絡 先

ご 担 当 者
職 氏 名

当協会ホームページからお申込ください。
（会員IDをお持ちでない場合は、ＴＥＬ（086）225－3571へご連絡ください。）

受講申込書に必要事項をご記入のうえ、各支部へお申込ください。
＜振込先＞　中国銀行富田町支店　普通　１６１３３８１　一般社団法人岡山県労働基準協会



（　）（　） ２.２. 15 ２.２. 15６ ７─岡山労働基準弘報─ ─岡山労働基準弘報─

　津山支部では、１月24日に安全衛生委員会等による優良事業場見学会を開催しました。
　今回は神戸市のカワサキワールドと明石市のアサヒ飲料を訪問しました。
　カワサキワールドは、川崎重工グループの代表的な製品を見て触れて、体感できる施設になっています。豊富
な写真と製品模型での造船業から総合重工業へと発展した歴史の紹介から、14ｍのワイドスクリーンでの迫力あ

る映像、陸・海・空にわたる多様な製品の展
示がされています。Kawasakiのバイク、０系
新幹線の先頭車両、へリコプター等実物の展
示もあり触り乗ることができました。
　アサヒ飲料株式会社明石工場は、主力商品
の三ツ矢サイダー・WONDAなどを年間約
5,000万ケース製造する日本最大級の工場に
なります。工場では、三ツ矢サイダーの歴史
と実際のペットボトル製品・缶製品の製造工
程を見学しました。製造においての高い技術
力と、安全・衛生・環境に配慮された工場に
なっており充実した見学会となりました。

津山支部安全衛生委員会

笠岡支部・井笠地区プレス災害防止協議会

優良事業場見学会・事業場視察研修会を開催優良事業場見学会・事業場視察研修会を開催優良事業場見学会・事業場視察研修会を開催優良事業場見学会・事業場視察研修会を開催

　１月22日に笠岡支部と井笠地区プレス災害防止協議会との合同による事業場視察研修会を開催しました。今
回は、広島市安佐南区伴東にある株式会社中電工様の研修所（安全実習棟）を視察しました。この施設は、
「安全意識を高めるために、“危険”を体感する」というコンセプトで、現場で実際に起こりうる様々な危険を
再現・体験し、危険感受性を高め、安全意識を向上させる事を目的とした研修施設です。26種類に及ぶ具体的
な危険再現・体感ができ、年間に約3,000名もの方が利用されています。今回は18名が体感実習を受けさせてい
ただきました。初めにＶＲによる墜落・転落・短絡（ショート）を疑似体験し、その後は２班に分かれて実習を
行いました。
　１階では、労働災害の中でも発生件数の多い“墜落・転落”、“挟まれ・巻き込まれ”、“飛来・落下”や“踏み
抜き”などを体験しました。中でも「墜落体験・ぶら下がり体験」や「梯子の横（縦）滑り・脚立の開き倒れ体
験」では、不意に落下する際の恐怖感や衝撃などを体験し、保護用具の重要性や正しい使い方、基本ルール遵
守の重要性を再認識できました。また、２階では、6600Vの実際の高圧充電線及び低圧充電線を用いて、短絡

（ショート）の際の音・光・火の衝撃を体感した
り、低圧感電を疑似体験させていただき、その危
険を強く認識し安全意識を高めることができまし
た。展示コーナーでは、中電工様のこれまでの事
故・災害と殉職者名簿、そして安全への取り組み
が年表になっており、「ゼロ災害」への会社の強
い決意が伝わる内容でした。
　大変充実した研修となり、参加者が今回の体験
をそれぞれの事業場に持ち帰り、労災事故の防止
に繋げていただける事と確信しております。なお、
この施設は一般事業場の利用も可能ですので、ぜ
ひご活用ください。

　労働安全衛生法では、「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定め
るところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」と定
められております。当協会では、この教育のうち、一般的・基本的事項について事業者に代わり実施いたし
ます。ご都合の良い日程でご受講ください。多数のご参加をお待ちしております。

雇入れ時等安全衛生教育（４月　　日　　　　　支部）受講申込書 

１．日 程 等

２．申込方法

３．そ の 他

①インターネット申込

②窓口・ＦＡＸ申込

受付の後、振り込み等の確認ができましたら、受講票を発行いたします。
都合により講習日に受講できない場合、講習前日までにご連絡いただいた場合に限り、受講日の変
更またはキャンセルの取扱いをいたします。ただし、受講日の変更は１回限りとし、キャンセルの
場合は、事務手数料1,100円と振込手数料を差し引いて返金いたします。なお、受講日変更後のキャ
ンセル、受講者の変更、返金はできません。
講習終了後、事業者宛の受講証明書を発行します。受講者各人への修了証の交付はいたしません。

（様式）

※申込書に記入された氏名、生年月日等の個人情報は、当協会が責任をもって保管・管理し、本教育の的確な実施のためにのみ使用します。

※受講No. 氏　　  名
男
・
女

（ フ リ ガ ナ ）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

〒

生　　年　　月　　日

S・H　　年　　月　　日

男
・
女

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

S・H　　年　　月　　日

支

　払

　方

　法
①上記振込先へ振込
②窓口に持参
（講習当日はご遠慮ください）

受講料 円名分

月を 日に

４月２日（木）
９：30～16：00

４月３日（金）
９：30～16：00

４月７日（火）
９：30～16：00

４月８日（水）
９：30～16：00

４月９日（木）
９：30～16：00

岡山セラミックスセンター
（備前市西片上1406-18）

ライフパーク倉敷
（倉敷市福田町古新田940）

玉野市総合保健福祉センター
 （玉野市奥玉1-18-5）

岡山県労働基準協会新見支部
（新見市新見811-1）

岡山県労働基準協会笠岡支部
（笠岡市四番町5-18）

岡山県安全衛生会館
（岡山市南区山田2315-4）

津山圏域雇用労働センター
（津山市山下92-1）

「産業安全」及び
「労働衛生」の
一般的・基本的事項

「労働基準法」及び
「労働者災害補償
保険法」の基礎知識

会　員　4,400円

非会員　6,600円

  ※資料代を含む。

日　　時 場　　　　　　所 教　育　内　容 受講料等（税込）

※5210

一般社団法人岡山県労働基準協会

岡山県労働基準協会 検索

令和２年度　雇入れ時等安全衛生教育のご案内 令和２年度　雇入れ時等安全衛生教育のご案内 

記

事 業 所 名

所 在 地 市 
郡　　　区

ＴＥＬ（　　　　）　　　　－　　　　　　　ＦＡＸ（　　　　）　　　　－
メールご 連 絡 先

ご 担 当 者
職 氏 名

当協会ホームページからお申込ください。
（会員IDをお持ちでない場合は、ＴＥＬ（086）225－3571へご連絡ください。）

受講申込書に必要事項をご記入のうえ、各支部へお申込ください。
＜振込先＞　中国銀行富田町支店　普通　１６１３３８１　一般社団法人岡山県労働基準協会



（　）（　） ２.２. 15 ２.２. 15８ ９─岡山労働基準弘報─ ─岡山労働基準弘報─

　年休が10日以上付与される労働者については、2019年４月１日より年５日の
年休を取得させることが使用者の義務となりましたが、使用者が年休の時季を指定
する場合に、半日単位年休とすることは差し支えありませんか。また、労働者自ら
半日単位の年休を取得した場合には、その日数分を使用者が時季を指定すべき年５
日の年休から控除することができますか。

　時季指定に当たって、労働者の意見を聴いた際に半日単位での年休の取得の希望
があった場合には、半日（0.5日）単位で取得することとして差し支えありません。
また、労働者自ら半日単位の年休を取得した場合には、取得１回につき0.5日とし
て使用者が時季を指定すべき年５日の年休から控除することができます。
　なお、時間単位の年休については、使用者による時季指定の対象とはならず、労
働者が自ら取得した場合にも、その時間分を５日から控除することはできません。
　※時間単位の年休については、労使協定が必要です。

時季指定の際の半日単位の
年次有給休暇の取り扱い

Q

A

死　傷　災　害
（休業4日以上の死傷災害）

12月末現在（速報値）
（　）内は前年同月比増減数

死　亡　災　害
12月末現在（速報値）
（　）内は前年同月比増減数

2019年労働災害発生状況

製造業
2人（－3）

有害物
との接触
1人（＋1）

貨物取扱業
15人（－3）

崩壊・倒壊
1人（－2）

おぼれ
0人（－3）

飛来・落下
2人（＋2）

高温・低温の
物との接触
2人（＋2）

墜落・転落
0人（－2）

転倒
1人
（－1）

その他
0人（－1）

はさまれ・
巻き込まれ
2人（＋1）

交通事故
6人（＋3）

林業
1人
（±0）

林業
33人（＋5）

製
　　　造

　　　　　　 業　
　　　　　　521人

　　　　　　　　（－24）　

木建46人（＋5）

　  建設業
      243人
        （＋4）

建設業
5人（＋2）

運輸業
1人
（－1）

　  鉱業
　　4人（－1）

運輸交通業
298人（－44）

その他の
事業
806人
   （－38）

その他の
業種
6人（＋2）

業種別
15人
（0±）

事故の
型　別
15人
（0±）

全産業
1920人
（－101）毎週火曜日と木曜日10時から16時

（12：00～13：00を除く）

TEL（086）225-4538

労働問題相談日のお知らせ

会員の皆様方の労働問題に関するあらゆるご相談に応じます。
お気軽にご相談下さい。

※上記以外の日程
　または来所の方は、
　事前にご連絡下さい。

令和元年12月末速報値における、死亡者数は15人となり、前年同期と同数となっています。（前年同期との差）

製造業２人（-3）、建設業５人（+２）、運輸交通業１人（-１）、林業１人（０）、商業２人（+１）清掃業１人（+１）、
その他業種３人（+１）
転倒１人（+１）、飛来・落下２人（+２）、崩壊・倒壊１人（-２）、はさまれ・巻き込まれ２人（+１）、高・低温物との接触
（熱中症）２人（+２）、有害物等接触１人（+１）、交通事故６人（+３）　＊特に交通事故の死亡者数が倍増しています。

業　　種

事 故 の 型

＊災害事例（主なもの）

＊労働災害防止

令和元年における死亡災害の概要

2019年死亡災害発生状況
番号 業　　種 災害発生月  発生時間帯 事故の型 起因物 災　害　発　生　状　況 備考

13 その他の事業
令和元年
9月 13時台

高温の物
との接触
（熱中症）

高温環境
午前中から、被災者と同僚の２名で、太陽光発電パネル設置工事の予
定場所で事前調査を開始したが、正午頃、同僚とはぐれ被災者が行方
不明となり、捜索していたが、後日、付近の草むらの中で倒れている被災
者が発見された。

14 その他の事業
令和元年
10月 15時台

高温の物
との接触
（熱中症）

高温環境
工場の天井アスベスト回収工事において、被災者は廃石綿入りの袋を
少し離れた集積コンテナまで手で運んでいた。被災者の体調不良に気
付いた同僚が休憩室で休むよう伝えた後、休憩室への途中で倒れてい
る被災者が発見された。

15 機械器具設置工事業
令和元年
11月 7時台 交通事故 トラック

国道のトンネル出入口付近において、軽トラック・中型トラック・軽自動車の３
台が関係する交通事故が発生し、軽トラックを運転していた被災者はセ
ンターラインをはみ出し、中型トラックと接触後、トンネル側壁に衝突し横転、
その後中型トラックの後方を走行していた軽自動車と衝突した。

岡山労働局
　（2019年12月末現在）

塵芥車の車体の下で整備を行っていたところ、テールゲートの回転板等を動かすための回転軸に巻
き込まれた。（はさまれ・巻き込まれ）

①設備・作業等に係るリスクアセスメント（危険性・有害性等を調査）を行い、その結果（優
先度）に基づいて必要な措置を講ずること。また、同時に作業標準に見直しを行い、労
働者に周知徹底を図ること。
②働き方改革により、時間外労働時間の管理、年次有給休暇の取得等を徹底し、疲労・メ
ンタル不調等のリスクを軽減させること。

自動車整備業

業　　種 災害発生状況（事故の型）

1

チェーンソーを使用して竹を伐採中、付近にあった根元が腐った木が共に倒れ、その木の下敷きと
なった。（崩壊・倒壊）木材伐出業２

石綿改修工事で、廃石綿の袋を集積場まで運んでいたが、体調不良で休憩所へ行く途中に倒れた。
（高・低温物との接触：熱中症）建 設 業３

刈払機で道路（農道）の草刈りを行っていた際、刈払機の刃が欠けて飛び、胸に刺さった。（飛来・落下）農 　 業４

道路の片側規制看板を設置し、規制エリアを歩いていた際、規制を無視して進入してきた乗用車に
はねられた。（交通事故）警 備 業５

三井造船特機エンジニアリング株式会社
マリン・メンテ事業部

取締役事業部長　横 田 盛 男

武田育男税理士事務所
岡山市北区東島田町１丁目２－５

Tel.（086）231-1227

太陽綜合法律事務所

弁護士
弁護士
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弁護士
弁護士
弁護士
弁護士
弁護士
弁護士
弁護士
弁護士
客員弁護士

近 藤 弦之介
藤 原　健 補
馬 場　幸 三
谷 口　怜 司
山 本　愛 子
山 下 　　綾
川 端 美智子
石 田　麻 衣
青 田 　　夢
鹿 室　辰 義
岡 田　湧 介
石 島 　　弘

〒700-0901
岡山市北区本町6番36号
　第一セントラルビル2階
　TEL（086）224-8338（代）
　FAX（086）224-7555

（岡山弁護士会所属）
岡山県労働基準協会顧問弁護士

弁護士法人あなたの心で運ぶハート引越便

遠 藤 俊 夫
岡山県貨物運送株式会社
代表取締役社長　

〒700-0027 岡山市北区清心町4番31号
TEL （086）252-2111（代）
ホームページ  http://www.okaken.co.jp

〒

高品質企業への進化

〒712-8012
岡山県倉敷市連島1丁目15番10号
TEL 086-440-0606（代）FAX 086-440-0611

株式会社ヤマダ
代表取締役社長　山田 啓吾

　　(一社)岡山県労働基準協会 
　　労働衛生センター にご相談ください！

職場の衛生管理でお困りの際には

当センターは「労働衛生サービス機能評価」認定を受けた
職場の衛生管理の専門家集団です。

一般社団法人岡山県労働基準協会　
労働衛生センター
　　　TEL（086）281－4500 
　　　岡山市南区山田2315－４
　    （岡山県安全衛生会館内）
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　年休が10日以上付与される労働者については、2019年４月１日より年５日の
年休を取得させることが使用者の義務となりましたが、使用者が年休の時季を指定
する場合に、半日単位年休とすることは差し支えありませんか。また、労働者自ら
半日単位の年休を取得した場合には、その日数分を使用者が時季を指定すべき年５
日の年休から控除することができますか。

　時季指定に当たって、労働者の意見を聴いた際に半日単位での年休の取得の希望
があった場合には、半日（0.5日）単位で取得することとして差し支えありません。
また、労働者自ら半日単位の年休を取得した場合には、取得１回につき0.5日とし
て使用者が時季を指定すべき年５日の年休から控除することができます。
　なお、時間単位の年休については、使用者による時季指定の対象とはならず、労
働者が自ら取得した場合にも、その時間分を５日から控除することはできません。
　※時間単位の年休については、労使協定が必要です。

時季指定の際の半日単位の
年次有給休暇の取り扱い

Q

A

死　傷　災　害
（休業4日以上の死傷災害）

12月末現在（速報値）
（　）内は前年同月比増減数

死　亡　災　害
12月末現在（速報値）
（　）内は前年同月比増減数

2019年労働災害発生状況

製造業
2人（－3）

有害物
との接触
1人（＋1）

貨物取扱業
15人（－3）

崩壊・倒壊
1人（－2）

おぼれ
0人（－3）

飛来・落下
2人（＋2）

高温・低温の
物との接触
2人（＋2）

墜落・転落
0人（－2）

転倒
1人
（－1）

その他
0人（－1）

はさまれ・
巻き込まれ
2人（＋1）

交通事故
6人（＋3）

林業
1人
（±0）

林業
33人（＋5）

製
　　　造

　　　　　　 業　
　　　　　　521人

　　　　　　　　（－24）　

木建46人（＋5）

　  建設業
      243人
        （＋4）

建設業
5人（＋2）

運輸業
1人
（－1）

　  鉱業
　　4人（－1）

運輸交通業
298人（－44）

その他の
事業
806人
   （－38）

その他の
業種
6人（＋2）

業種別
15人
（0±）

事故の
型　別
15人
（0±）

全産業
1920人
（－101）毎週火曜日と木曜日10時から16時

（12：00～13：00を除く）

TEL（086）225-4538

労働問題相談日のお知らせ

会員の皆様方の労働問題に関するあらゆるご相談に応じます。
お気軽にご相談下さい。

※上記以外の日程
　または来所の方は、
　事前にご連絡下さい。

令和元年12月末速報値における、死亡者数は15人となり、前年同期と同数となっています。（前年同期との差）

製造業２人（-3）、建設業５人（+２）、運輸交通業１人（-１）、林業１人（０）、商業２人（+１）清掃業１人（+１）、
その他業種３人（+１）
転倒１人（+１）、飛来・落下２人（+２）、崩壊・倒壊１人（-２）、はさまれ・巻き込まれ２人（+１）、高・低温物との接触
（熱中症）２人（+２）、有害物等接触１人（+１）、交通事故６人（+３）　＊特に交通事故の死亡者数が倍増しています。

業　　種

事 故 の 型

＊災害事例（主なもの）

＊労働災害防止

令和元年における死亡災害の概要

2019年死亡災害発生状況
番号 業　　種 災害発生月  発生時間帯 事故の型 起因物 災　害　発　生　状　況 備考

13 その他の事業
令和元年
9月 13時台

高温の物
との接触
（熱中症）

高温環境
午前中から、被災者と同僚の２名で、太陽光発電パネル設置工事の予
定場所で事前調査を開始したが、正午頃、同僚とはぐれ被災者が行方
不明となり、捜索していたが、後日、付近の草むらの中で倒れている被災
者が発見された。

14 その他の事業
令和元年
10月 15時台

高温の物
との接触
（熱中症）

高温環境
工場の天井アスベスト回収工事において、被災者は廃石綿入りの袋を
少し離れた集積コンテナまで手で運んでいた。被災者の体調不良に気
付いた同僚が休憩室で休むよう伝えた後、休憩室への途中で倒れてい
る被災者が発見された。

15 機械器具設置工事業
令和元年
11月 7時台 交通事故 トラック

国道のトンネル出入口付近において、軽トラック・中型トラック・軽自動車の３
台が関係する交通事故が発生し、軽トラックを運転していた被災者はセ
ンターラインをはみ出し、中型トラックと接触後、トンネル側壁に衝突し横転、
その後中型トラックの後方を走行していた軽自動車と衝突した。

岡山労働局
　（2019年12月末現在）

塵芥車の車体の下で整備を行っていたところ、テールゲートの回転板等を動かすための回転軸に巻
き込まれた。（はさまれ・巻き込まれ）

①設備・作業等に係るリスクアセスメント（危険性・有害性等を調査）を行い、その結果（優
先度）に基づいて必要な措置を講ずること。また、同時に作業標準に見直しを行い、労
働者に周知徹底を図ること。
②働き方改革により、時間外労働時間の管理、年次有給休暇の取得等を徹底し、疲労・メ
ンタル不調等のリスクを軽減させること。

自動車整備業

業　　種 災害発生状況（事故の型）

1

チェーンソーを使用して竹を伐採中、付近にあった根元が腐った木が共に倒れ、その木の下敷きと
なった。（崩壊・倒壊）木材伐出業２

石綿改修工事で、廃石綿の袋を集積場まで運んでいたが、体調不良で休憩所へ行く途中に倒れた。
（高・低温物との接触：熱中症）建 設 業３

刈払機で道路（農道）の草刈りを行っていた際、刈払機の刃が欠けて飛び、胸に刺さった。（飛来・落下）農 　 業４

道路の片側規制看板を設置し、規制エリアを歩いていた際、規制を無視して進入してきた乗用車に
はねられた。（交通事故）警 備 業５

三井造船特機エンジニアリング株式会社
マリン・メンテ事業部
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労働安全衛生関係

免許試験日程
2020年３月から５月までの間に
当センターで実施する学科試験
の日程は、右記のとおりです。

また、受験資格等については、
中国四国安全衛生技術センター
〒721-0955　広島県福山市新涯町2-29-36

    ☎ 084－954－4661に照会して下さい。
インターネットアドレス　　　　　　　　　　
https://www.chushi.exam.or.jp/

試　  験　  の　  種　  類

特 級 ボ イ ラ ー 技 士
一 級 ボ イ ラ ー 技 士
二 級 ボ イ ラ ー 技 士
特 別 ボ イ ラ ー 溶 接 士
普 通 ボ イ ラ ー 溶 接 士
ボ イ ラ ー 整 備 士

移 動 式 ク レ ー ン 運 転 士
揚 貨 装 置 運 転 士
発 破 技 士
ガ ス 溶 接 作 業 主 任 者
林 業 架 線 作 業 主 任 者
第 一 種 衛 生 管 理 者
第 二 種 衛 生 管 理 者
高 圧 室 内 作 業 主 任 者
エ ッ ク ス 線 作 業 主 任 者
ガンマ線透過写真撮影作業主任者
潜 水 士

限 定 な し
ク レ ー ン 限 定
床 上 運 転 式 限 定
限定免許解除試験

クレーン・
デ リ ッ ク
運 転 士

５月

19
12

13
13

21
21

３月

4

12
12

3

7・18
7・18

5

４月

14

7
7
7

22
17

21
21

3

★には、更に実技試験があります。
2020年

★
★

★

★
★

こんな時、どうする？ 人事･労務Q＆A
労働災害－統計－

子の看護休暇、介護休暇が時間単位で取得できるように
なります！
「妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱い」は
法律で禁止されています！
令和元年における死亡災害の概要

2

2

9

安全優良職長に厚生労働大臣顕彰状が授与される
衛生管理者免許試験受験準備講習のご案内
雇入れ時等安全衛生教育のご案内
優良事業場見学会・事業場視察研修会を開催
特別教育等の受講時における本人確認の実施について

3
4
6
7
10

8
9

特別教育等の受講時における
　　　　　 本人確認の実施について
特別教育等の受講時における
　　　　　 本人確認の実施について
特別教育等の受講時における
　　　　　 本人確認の実施について
特別教育等の受講時における
　　　　　 本人確認の実施について

　当協会における技能講習、安全衛生推進者等養成講習の受講にあたっては、受講者の皆様の
本人確認を実施させていただいておりますが、この度、特別教育、職長等教育、能力向上教育
等、通達教育等におきましても本人確認を実施させていただくこととなりました。
受講者の皆様におかれましては、受講当日の本人確認書類の携行をお願いいたします。

対 象 種 別 特別教育、職長等教育、能力向上教育等（一部を除く）、通達教育等（一部を除く）
※当協会発行の「安全衛生関係各種講習会等実施予定表」の「その他の講習等」以外の
　種別が対象です。

　２　本人確認書類 運転免許証等の氏名・生年月日の記載された顔写真付の公的書面の原本
※これらの書面をお持ちでない方は、事前に当協会にご相談ください。

　３　注 意 事 項 本人確認書類が確認できない場合は、修了証、受講証明書の交付がで
きませんのでご了承ください。

　４　実 施 時 期 令和２年４月１日


